
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人河原太郎の上告理由について。

　本件は、被上告人会社の臨時株主総会の招集手続が法令に違背することを理由と

して、商法二四七条の規定にもとずき、本件株主総会の決議の取消を求める訴訟で

あること、上告人は、第一審で、民訴七五条の規定により、被告（被上告人）会社

の共同訴訟人として本件訴訟に参加する旨の中出をしたものであることは、記録上、

明らかである。そして、第三者が同条の規定により訴訟に参加することが許される

ためには、当該訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定す

べき場合であることのほか、当該訴訟の当事者となりうる適格を有することが要件

となつていることは、同条の法意に徴し、明らかである。すなわち、上告人の本件

参加の申出が許されるためには、上告人は本件訴訟の被告となりうる適格を有しな

ければならないのである。ところが、本件訴訟の被告となりうる者は、その性質上、

被上告人会社に限られると解するのが相当であるから、上告人が本件訴訟の被告と

なる適格を有しないことは自明の理である。したがつて、上告人の本件参加の申出

は許されないものというべく、これと同趣旨に出でた原判決は正当である。所論は、

右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するものであるから、採用できない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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